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男女共同参画基本計画の改定について 

 

 

 

 平成 17 年 12 月に策定された男女共同参画基本計画（第２次）については、平

成 22 年度に計画全体の見直しをすることとなっており、平成 21 年から見直しに

向けた検討を本格的に開始する。 

 

 

１．計画改定の検討体制 

  男女共同参画会議の下に置かれた基本問題専門調査会の名称を「基本問題・

計画専門調査会」と改め、同専門調査会で計画の方向性や全体的な方針につい

て議論を行う。また、同専門調査会の下にワーキンググループを設置し、個別

の課題について調査・審議を行い、その結果を基本問題・計画専門調査会に報

告する。 

 

 

２．今後のスケジュール（案） 

21 年 ３月：内閣総理大臣より計画策定に当たっての基本的な考え方を諮問 

（第 31 回男女共同参画会議） 

      年内：計画の全体方針に関する議論、現行計画のフォローアップ 

  22 年   夏頃：答申（案）の公表、パブリックコメント等を通じた意見聴取 

       秋頃：答申(男女共同参画会議) 

       冬頃：計画の閣議決定 

    

 

３．計画改定のプロセス 

  現行計画の進捗状況や今後の課題等について、関係省庁や有識者からヒアリ

ングを行うとともに、地方や関係団体との意見交換や国民からの意見募集等、

様々な主体との対話を推進し、計画改定のプロセス自体を広報・啓発の一環と

して重視していく。 

   

 

 



（別紙） 

 

男女共同参画会議・専門調査会の構成 

 
 

 

 

 

 

男女共同参画会議 
 

議長（内閣官房長官）   １人 

国務大臣        １２人 

有識者議員       １２人 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

女性に対する暴力に
関する専門調査会 
 
 

配偶者からの暴力、
性犯罪、売買春・人身
取引、セクシュアル・ハ
ラスメント、ストーカー行
為等の各分野を念頭に
おきつつ、今後の施策
の在り方などについて
調査検討。 
 
 

監視・影響調査専門
調査会 
 
 

各府省において男女
共同参画基本計画が確
実に実施されているか
について調査検討を行
うとともに、男女共同参
画社会の形成に影響を
及ぼす政府の施策など
について調査検討。 
 
【現在の検討テーマ】 
「新たな経済社会の潮
流の中で生活困難を抱
える男女について」 

基本問題・計画専門
調査会 
 

仕事と生活の調和（ワー
ク・ライフ・バランス）
に関する専門調査会 
 

男女がともに、人生の
各 段 階 に お い て 、 仕
事、家庭生活、地域生
活 、 個 人 の 自 己 啓 発
等、様々な活動を自ら
の希望に沿って展開で
きる社会の実現を目指
し、仕事と生活の調和
（ワーク・ライフ・バラン
ス）の推進に係る調査検
討。 
 
【現在の検討テーマ】 

「多様な人々の能力
発揮を実現する「仕事と
生活の調和」推進の在り
方」

基本問題専門調査会 
 

 

男女共同参画の基本
的な考え方にかかわる
もの、及び基本的な考
え方にかかわりが深く国
民の関心も高い個別の
重要課題について調査
検討を行う。 

 

今後、政府が男女共同
参画基本計画を策定し
ていく際の基本的な考
え方について調査検討
を行う。その他、必要に
応じ、男女共同参画の
基本的な考え方にかか
わるもの、基本的な考
え方にかかわりが深く
国民の関心も高い個別
の重要課題について調
査検討を行う。 

 

名
称
変
更 



男女共同参画基本計画（第 2 次）（平成 17 年 12 月 27 日閣議決定）（抜粋） 

 
第１部 基本的考え方 
１．男女共同参画基本計画の基本的考え方と経緯等 
（１）本計画は、男女共同参画社会基本法に基づく、男女共同参画に係る法定

計画である。 
   男女共同参画社会基本法は、第 13 条において、政府が、男女共同参画社

会の形成の促進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、男女

共同参画社会の形成の促進に関する基本的な計画である男女共同参画基本

計画を策定しなければならないことを規定している。 
 
   （中略） 
 
２．男女共同参画基本計画（第２次）の構成と重点事項 
（２）男女共同参画基本計画（第 2 次）の構成 
  男女共同参画基本計画（第２次）は、総合的かつ長期的に講ずべき男女共

同参画社会の形成の促進に関する施策の大綱として、第１部において、男女

共同参画基本計画の基本的考え方と構成、重点事項を示し、第２部において、

施策の目標、基本的方向及び具体的な施策の内容を示した。第３部において

は、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策を総合的かつ計画的に推進

するために必要な方策を示した。 
  第２部では、12 の重点分野を掲げ、それぞれについて、「施策の基本的方

向」において平成 32 年（西暦 2020 年）までを見通した、長期的な政策の方

向性を記述し、「具体的施策」において平成 22 年（西暦 2010 年）度末まで

に実施する具体的施策を記述した。 
  これらの取組を総合的かつ計画的に推進するための体制の整備・強化につ

いては第 3 部に記述した。 
  なお、平成 22 年（西暦 2010 年）度には、計画全体について見直しを行う。 
  男女共同参画社会の形成に当たっては、国だけでなく、地方公共団体や国

民各層の取組も重要である。このため、政府においては、地方公共団体、国

民各層との連携をより一層深めつつ、本計画に掲げた施策を着実に推進し、

男女共同参画社会の形成を期することとする。 


